
ＮＯ．２８９　 高輪三丁目品川 駅前地区（組合施行）

計画地

地区面積 構造

階数 高さ

名称 施行区域面積

名称 幅員 延長 面積

放射第19号線 ―

歩行者専用道路 ４．０～１０m 約１９０m ―

アクセス車路 約８．０m 約１３０m ―

公
園

― ― ― ―

C－１ ― ―
高層部：１６０m
中層部：５０m

２m、６m、８
m、１０m、６０
m

C－２ ― ― 低層部：１２m ―

建築面積

C－１ 約１２，８００㎡

C－２ 約１６０㎡

街
区

容積率建蔽率

建築物の整備
延べ面積(容積対象) 住宅建設の目標

―

壁面の
位置の限度

主要用途
建築物の

高さの限度

別に都市計画において定める通り

新設

新設
建築敷地と重複する区域におい

て立体的な範囲を設定

(たかなわさんちょうめしながわえきまえ)

Ｃ－１街区　地下２階地上３０階
Ｃ－２街区　地上１階

Ｃ－１街区　約１５５ｍ
Ｃ－２街区　約１０m

２　都市計画の内容

高輪三丁目品川駅前地区第一種市街地再開発事業 約２．２ha

１　計画の概要

東京都港区高輪三丁目地内

約２．２ha
鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造
鉄筋コンクリート造

計画の概要

　C－１街区の高層棟は広域的な交通結節機能を活かし、国内外の人材集積に資する高規格の
オフィスを主要用途として配置し、中層階にはＭＩＣＥ 及び産業支援施設を、低層階にはにぎわい
空間を形成に資する商業施設を配置するとともに、低層棟は従前の地権者向けの住宅等を配置
する。また、C－２街区は地域交流を目的とした集会場を配置する。

道
路

公共施設の
配置及び規模

備考

― ―

約１７０㎡（約１６０㎡）

拡幅

約１９４，０００㎡（約１５８，０００㎡）

事務所、住宅、店舗、
ＭＩＣＥ、産業支援施設

集会場



建築敷地面積

C－１ 約１６，０００㎡

C－２ 約５８０㎡

都市計画決定

Ｃ－１ 約２．１ha ９９０％ ６０％ ４２０％ ２００㎡
２m、６m、８
m、１０m、６
０m

Ｃ－２ 約０．１ha ５０％ ５０％ １０％ ５０㎡ ―

都市計画決定

敷地面積 建蔽率

延べ面積 容積率

住宅戸数

駐車場

事業認可 総事業費

年　月　日

平成２７年６月１４日

令和２年３月２９日

令和４年１２月５日 高輪三丁目品川駅前地区第一種市街地再開発事業 都市計画決定

令和６年２月２０日

Ｃ－１街区　事務所、住宅、店舗、MICE、産業支援施設

Ｃ－２街区　集会場

Ｃ－１街区　約１８６，９００㎡
Ｃ－２街区　約１７０㎡

Ｃ－１街区　約９９０％
Ｃ－２街区　約３０％

令和４年１２月５日　港区告示第３４３号

３　地区計画（再開発等促進区を定める地区計画）

地区名 面積
容積率の
最高限度

建蔽率の
最高限度

容積率の
最低限度

品川駅西口地区

Ｃ－１街区　約８０％
Ｃ－２街区　約３０％

建築面積
の最低限

度

壁面の位置
の限度

用途
Ｃ－１街区　約５０戸

Ｃ－１街区　約２４０台

令和６年２月２０日　東京都告示第１３６号

５　経　緯

内　　　　　　　　　　　　　　　容

約１，４４５億円

品川駅・高輪三丁目地区まちづくり協議会設立

高輪三丁目品川駅前地区市街地再開発組合設立認可

高輪三丁目品川駅前地区市街地再開発準備組合設立

Ｃ－１街区　約１６，１８０㎡
Ｃ－２街区　約５８０㎡

平成３０年６月１８日　東京都告示第８７２号
令和４年１１月９日　東京都告示第１４５１号（変更）

４　事業計画の概要

・品川駅や周辺市街地からの人の流れを受け止める広場を整備する。
・地区内外の回遊性を強化する歩行者通路を整備する。
・崖の安全性向上や良好な景観形成を図る緑地を整備する。
・C－１街区において幹線街路や歩行者専用道路等の境界線から墜面を
後退させる。
・	建築物の外壁、これに代わる柱又は門若しくは塀は、計画図に示す壁
面の位置の制限を越えて建築してはならない。 ただし、次の各号のいず
れかに該当する建築物はこの限りではない。
（１）歩行者の回遊性及び利便性を高めるために設ける歩行者デッキ、階
段、エスカレー タ ー、エレベー タ ー等及びこれらに設置される屋根、
柱、壁その他これらに類するもの
（２）歩行者の快適性及び安全性を高めるために設ける屋根、ひさし、落
下防止柵その他これらに類するもの
（３）煙突、給排気施設の部分

建築敷地の
整備

整備計画



６　位置図

７　区域図



８　配置図

９　完成予想図


